
「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」について

設置理由

検討事項

スケジュール

• 法律上、短時間労働者に対する社会保険（厚生年金保険・健康保険）の適用範囲については、平成31年９月末までに検討を行うこととされている。
• 加えて、平均寿命が延伸し「人生100年時代」を迎え、「教育・仕事・引退」という３ステージの単線型の人生からマルチステージの人生を送るようになる中で、
複線型の働き方など働き方の多様化に向けた動きが生じている。

• これらの動きを踏まえた社会保険制度としての課題や対応について、社会保障審議会の医療保険部会及び年金部会における検討に資するよう、保険局長
及び年金局長の招集により、関連分野の有識者や労働者・使用者団体からなる懇談会を開催する。

• 以下の論点について、被用者にふさわしい保障の実現、働き方
や雇用の選択を歪めない制度の構築等の観点から検討を行う。
短時間労働者に対する社会保険の適用範囲の在り方
働き方の多様化等を踏まえた社会保険の適用におけるその他
の課題

第1回（2018年12月18日開催）

制度や働き方の現状や主な論点について事務局説明・意見交換

第2～4回（2019年1～3月頃）

関係者へのヒアリング

第5回以降

ヒアリング結果の整理、意見交換、論点整理

構成員

有識者
座長 遠藤 久夫 国立社会保障・人口問題研究所長

海上 泰生 立教大学兼任講師（日本政策金融公庫総合研究所主席研究員）
海老原 嗣生 株式会社ニッチモ代表取締役
菅原 琢磨 法政大学経済学部教授
田中 和子 博報堂リーママプロジェクトファウンダー・株式会社VoiceVision
原 佳奈子 株式会社TIMコンサルティング取締役
平田 未緒 株式会社働きかた研究所代表取締役
山田 久 日本総合研究所理事

第７回社会保障審議会年金部会
2019年1月30日

資料３

労働者・使用者団体等
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
全国市長会
全国商工会連合会
全国知事会
全国中小企業団体中央会

全国町村会
日本経済団体連合会
日本商工会議所
日本労働組合総連合会
UAゼンセン


